
1　対象者

実施年度中に40～74歳になる国保加入者

2 検査項目

(1)

(2)

(3)

　　

　尿潜血検査　　　　　　　　　　　　・・・H22年度から全員に実施

　

3 実施期間

　個別健診・・・平成22年6月14日～10月7日（旧石巻地区）

　集団健診・・・平成22年6月8日～9月8日（6総合支所＋荻浜地区）

4 受診率

受診率 (単位：％）

※22年度は見込

13,725人 42.3％

93,955,844

80.7

52.4

21年度 22年度 23年度

事業収入

42,151,844

決算額の財源内訳

国(県)支出金 地方債 その他

51,804,000

成　　　　果

成果に係る評価

　平成22年度は、健診項目をさらに拡充（尿潜血検査の実施）したほか、受診率が低い働き盛り世代
（40歳～59歳）の未受診者への受診勧奨及びアンケート調査を実施し受診率向上を目指したが、石巻市
国民健康保険特定健康診査等実施計画の目標達成には至らなかった。
　実施計画の目標達成に向けて、アンケート調査の結果を基に、働き盛り世代の受診率向上対策を検討
する必要がある。

予算の執行状況

（単位：円）

予算額 決算額

100,136,000

　詳細な健診項目（国の基準該当者に実施）：貧血検査、心電図検査、眼底検査

取　組　実　績

　基本的な検査項目（全員に実施）：既往歴の調査、自覚症状及び他覚症状の有無の調査、血圧
測定、肝機能検査（GOT、GPT、γ-GTP）、血中脂質検査（中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコ
レステロール）、血糖検査（ＨｂＡ1ｃ）、尿糖･尿蛋白検査

　追加健診項目（石巻市単独事業として実施）

　血清クレアチニン検査（腎機能検査）・・・H20年度から全員に実施

受診率

  平成22年度特定健康診査の実施

被保険者数 受診者数

32,441人

8 第 4 章款 保健事業費
基
本
計
画

1

安心して健やかに暮らせるまち

特定健康診査等事業費

目 特定健康診査等事務費 ( 3 )

第 1 節 お互いに支えあい生活できる仕組みを構築する項

国民健康保険事業の安定運営と高齢者の医療保険制度
の円滑な実施を図る

小　事　業 特定健康診査等事業費

予
算
科
目

1

目的及び事業内容

　高齢者の医療の確保に関する法律（平成20年4月施行）に基づき、糖尿病等の生活習慣病の発症や重
症化を予防することを目的として、メタボリックシンドロームに着目し、この該当者及び予備群を減少
させるための特定保健指導を必要とする者を的確に抽出するために実施している。

　心電図・眼底検査の国の基準非該当者・・・H21年度から医師の判断で実施

区　分 20年度

事　業　名 特定健康診査事業

達成率 119.3 95.9

目　標 39.3

24年度

　特定健診から抽出された「メタボリックシンドローム該当者・予備群対象者」及び「受診勧奨値対象
者」に対する保健指導を行うことにより、メタボリックシンドローム及び生活習慣病の重症化予防に寄
与することができた。

45.9 65.0

42.3実　績 46.9 44.0

58.8
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1 対象者

 

2

 

3 実施率

実施率 (単位：％）

※22年度は初回面接実施率

31.1 38.0 45.0

75.0 56.0 40.5

17.2

動機づけ支援

特定保健指導対象者 特定保健指導実施者

（発生率） （発生率）

23年度

（発生率）

区　分 20年度

12.9 13.5 12.6

22年度

2,315人（16.9％）

812人（5.9％） 1,503人（10.9％）

第 1 節特定健康診査等事業費

小　事　業

8

1 項

第 4 章

1

保健事業費
基
本
計
画

( 3 )

特定保健指導事業

64人（7.9％） 228人（15.2％）

（実施率）

（実施率）

　 平成22年度特定保健指導の実施

積極的支援 動機づけ支援

実施期間

お互いに支えあい生活できる仕組みを構築する

目的及び事業内容

　特定健康診査結果に基づき、メタボリックシンドロームに着目し、その要因となっている生活習慣を
改善するための保健指導を行うことにより、対象者が自ら生活習慣における課題を認識して行動変容と
自己管理を行うとともに、健康的な生活を維持することができるようになることを通じて、糖尿病等の
生活習慣病を予防する。

予
算
科
目

款

特定健康診査等事業費

安心して健やかに暮らせるまち

国民健康保険事業の安定運営と高齢者の医療保険制度
の円滑な実施を図る

目 特定健康診査等事務費

事　業　名

成　　　　果

　委託業者ごとの特定保健指導中間評価結果等によると、積極的支援、動機づけ支援対象者ともに、体
重・腹囲減少、運動・食習慣改善等が多く見られ、メタボリックシンドローム及び生活習慣病予防に寄
与した。

24年度

24.1目　標

実　績

達成率

成果に係る評価

　平成22年度は働き盛り世代（40歳～59歳）の特定保健指導未利用者に対して利用勧奨を行ったが、実
施計画の目標達成には至らなかった。
　実施計画の目標達成のためには、啓発の強化や利用しやすい実施形態等を工夫する必要がある。

取　組　実　績

積極的支援対象者880人、動機づけ支援対象者1,673人　　計2,553人

平成22年7月から平成23年3月まで

（実施率）

292人（12.6％）

積極的支援

21年度

予算の執行状況

, （単位：円）

予算額 決算額

決算額の財源内訳

国(県)支出金 地方債 その他 事業収入

675,99716,124,000 5,051,997 4,376,000
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1 対象者

2 受診期間

　 　平成22年4月から平成23年3月まで

3 受診実績

受診者数

受診率

3,141人 1,126人

224人

19.89%

脳ドック対象者

　医療費の適正化に向けた対策として、疾病の早期発見及び治療の促進並びに生活習慣の改善に寄与す
ることができた。

（単位：円）

予算の執行状況
予算額

43,850,000

決算額

37,284,352 37,284,352

その他 事業収入

安心して健やかに暮らせるまち

2 項 保健事業費 お互いに支えあい生活できる仕組みを構築する

基
本
計
画

( 3 )

8 保健事業費 第 4 章

国(県)支出金

第 1 節

　生活習慣病をはじめとする疾病や異常の早期予防、発見、治療の促進を図り、また、生活習慣の改善
や健康に対する意識の向上に寄与することを目的とした健康推進事業である。

国民健康保険事業の安定運営と高齢者の医療保険制度
の円滑な実施を図る

保健衛生普及費

受診者数

受診率

決算額の財源内訳

人間ドック対象者

保健衛生普及費

国民健康保険人間ドック等事業

　828人

26.36%

　平成22年度人間ドック等の実施

　人間ドックについては、国民健康保険に加入している満45歳、50歳、55歳及び60歳を対象に実
施。脳ドックについては、国民健康保険に加入している満45歳及び50歳を対象に実施。

地方債

取　組　実　績

款

成果に係る評価

成　　　　果

小　事　業

目的及び事業内容

事　業　名

予
算
科
目

1 目

平成20年度より、40歳から75歳未満の国民健康保険の被保険者を対象として、各医療保険者に特定健
診・特定保健指導が義務付けられたが、人間ドックについては、従来の任意の保険事業としての位置付
けから、人間ドックの中で義務化された特定健診を実施し、また、その健診結果に基づいた特定保健指
導を併せて実施している。

特定健診の受診率向上と併せて人間ドックの受診率向上のための啓発を行い、生活習慣病の早期発
見・早期治療の促進を図り、将来的には医療費の抑制に繋げていく必要がある。
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